
           

  

 

要介護・要支援認定者各位 

 

狭山市長 小谷野  剛   

（公印省略）   

 

介護保険負担割合証の交付について（お知らせ） 

 
 
日頃から介護保険行政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和３年度の負担割合が決定いたしました。介護認定を受けている方お一人お一人に

負担割合証をお送りします。８月１日以降、サービスを利用する際に介護保険被保険者

証と併せてご提示ください。 

なお、介護認定者や６５歳以上の方の世帯異動等により負担割合が変更となった場合

には、改めて負担割合証をお送りいたします。 

 

 

記 

 

１．適用期間      令和３年８月１日～令和４年７月３１日 

 

２．利用者負担の割合  １割～３割 

※令和２年１月から令和２年１２月までの所得状況に

よって異なります。判定方法は裏面の表でご確認くだ

さい 

              

  ３．負担割合の変更   所得更正により負担割合が変わった場合は、適用期間の

開始年月日から変更後の負担割合となります 
 
 
 

問い合わせ先 

狭山市長寿健康部 長寿安心課 管理・保険料担当 

電話０４－２９５３－１１１１（内線１５５１・１５５２） 

※土・日曜日、祝日を除く ８時３０分から１７時１５分 

 

 

参考 


